
議案第５号  

 

大磯町立の地域会館条例の一部を改正する条例 

 

大磯町立の地域会館条例（平成５年大磯町条例第 14号）の一部を次のように改正する。 

 

 別表に次のように加える。 

大磯町立台町会館 大磯町東小磯 311番地９ 

 

   附 則 

 この条例は、平成 24年４月１日から施行する。 

 

  平成 24年２月 17日提出 

 

 

大磯町長 中 﨑 久 雄    

 


